
人権教育推進員募集案内 

 

人権教育推進員（錦城地区）を 

募 集 し ま す 

 

人権教育推進員は、「明石市人権施策推進方針」に基づき、地域ご

とにきめ細かな人権教育及び啓発活動を推進し、市民一人ひとりの

人権意識の高揚を図るため、明石市が各中学校区に１名を配置して

いるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明石市 市民協働推進室 人権推進課 

受付期間 

令和７年２月３日(月)から令和７年２月１４日(金)まで 

 

８時５５分～１２時、１３時～１７時４０分に、 

明石市役所人権推進課へ本人が直接申込書を持参してください。 

 

※受付期間中、土曜日、日曜日、祝日は受付いたしません。 

 



人権教育推進員（錦城地区）募集要項 

 

 

１ 応募資格  錦城中学校区内に在住する人で、地元地域に精通した人権意識の高

い人 

２ 募集人員  １名 

３ 職務内容  ① 錦城中学校区内住民への正しい人権思想の普及高揚に努める。 

② 錦城中学校区内において、人権問題に関する啓発・研修活動（自

治会研修等）を実施・推進する。 

        ③ 錦城地区人権教育研究協議会の事務に協力する。 

４ 委嘱期間  令和７年４月１日から１年間 

ただし、勤務状況等が良好であれば、５年を限度として更新でき

るものとします。なお、委嘱期間中に６５歳に達する者にあっては、

６５歳となる年度末までを委嘱限度とします。 

５ 勤務形態  ① 勤務日は１週間に３日以上、勤務時間は１週間に１５時間以上

とします。 

② 原則として、火曜日と金曜日の午前９時から正午までは勤務す

るものとします。 

６ 勤務場所  錦城コミセン（所在地 明石市上ノ丸３丁目１－１１） 

７ 賃 金 等  ① 月額報酬 ９１，０００円（令和６年４月１日現在） 

        ② 交通費、臨時給、退職金は支給しません。 

③ 社会保険には加入しません。 

        ④ 公務上の災害については、議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例を適用します。 



 

申し込みと選考について 

 

１ 受付期間 

令和７年２月３日(月)から令和７年２月１４日(金)まで 

 

２ 申し込み方法 

所定の申込書に必要事項を記入し、写真を貼付の上、受付期間の土曜日、

日曜日、祝日を除いた日の執務時間内（８時５５分～１２時、１３時～１７

時４０分）に、明石市役所人権推進課（本庁舎４階北側）に、本人が直接持

参してください。（郵送不可） 

 

３ 選考方法 

応募書類の審査と面接審査により選考します。 

 

４ 面接審査 

令和７年２月２１日（金）に行います。 

（時間及び場所は別途通知します。） 

 

５ 選考結果 

面接審査終了後、応募者全員に文書で通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

多くの方の応募を 

お待ちしています。 

申し込み・問い合わせ先 

 

〠 673-8686  明石市中崎１丁目５番１号 

 

明石市 市民協働推進室 人権推進課 

☎ ０７８－９１８－５０５８ 

FAX ０７８－９１８－５１３１ 


